
亀山市告示第４５号 

亀山市木造住宅耐震シェルター設置事業補助金交付要綱を次のように定める。 

令和８年３月１６日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

 

亀山市木造住宅耐震シェルター設置事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、木造住宅内に耐震シェルターを設置する者に対し補助金を交付す 

ることにより、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守り、安全の確保を促進し、

もって地震に強いまちづくりを進めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において「耐震シェルター」とは、住宅の１階部分に設置することに 

より、当該住宅が倒壊した場合でも居住者の生命の安全を守る機能を有する構造物で、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 三重県型「耐震シェルター」の仕様基準を満たしているもの 

（２） 他の自治体において一定の評価のもと認定しているもの 

（３） 公的な機関における試験により、前２号に掲げるものと同等以上の性能を有

するもの（製品化されたものに限る。） 

（補助金の名称） 

第３条 この告示により交付する補助金は、亀山市木造住宅耐震シェルター設置事業補

助金（以下「補助金」という。）という。 

（補助対象住宅） 

第４条 補助の対象となる住宅（以下「対象住宅」という。）は、本市の区域内にある

木造住宅（併用住宅、共同住宅及び長屋を除く。）であって、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

（１） 昭和５６年５月３１日以前に着工し、既に工事が完了しているもの 

（２） 階数が３以下のもの 

（３） 亀山市木造住宅耐震補強等事業補助金交付要綱（平成１７年亀山市告示第

６８号）第２条に規定する亀山市木造住宅耐震補強等事業補助金及び亀山市木造住



宅耐震補強計画事業補助金交付要綱（平成１８年亀山市告示第１０２号）第２条に

規定する亀山市木造住宅耐震補強計画事業補助金のいずれの交付も受けていないも

の 

（４） 現に居住の用に供し、又は居住が見込まれるもの 

（５） 耐震シェルターの設置に関し、所有者の同意が得られているもの 

（補助金の交付対象者等） 

第５条 補助金の交付対象者は、対象住宅に耐震シェルターを設置する者とする。 

２ 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、耐震シェルターの購

入及び設置に要する費用とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、

リース契約による設置費、更新費等については、補助対象経費としない。 

（１） 耐震シェルターの購入費 

（２） 耐震シェルターの設置費（設置に必要な運搬費を含む。） 

（３） 耐震シェルターの工事費（設置に必要不可欠な床下工事費を含む。） 

（４） 耐震シェルター設置を行う上で施工上必要な最低限度の範囲の既存物の解体、

撤去及び復旧工事費 

（補助金の額及び交付回数） 

第６条 補助金の額は、対象住宅１棟につき、１５万円を限度として補助対象経費の２

分の１に相当する額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てる。）とする。 

２ 補助金は、対象住宅１棟につき１回に限り交付する。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、木造住宅耐震シェルター設置事業補助金 

交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者は、耐震シェルターの設置が完了したときは、 

耐震シェルターの設置が完了した日から起算して３０日を経過した日又は耐震シェル

ターの設置が完了した日の属する年度の３月末日のいずれか早い日までに、木造住宅

耐震シェルター設置事業実績報告書（様式第２号）に必要な書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

   附 則 



（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。 



様式第１号(第７条関係) 

 

  年  月  日   

 

  亀山市長    様 

 

住 所                

申請者 氏 名                

電話番号               

※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

木造住宅耐震シェルター設置事業補助金交付申請書 

 

 亀山市木造住宅耐震シェルター設置事業補助金交付要綱第７条の規定により、亀山市木

造住宅耐震シェルター設置事業補助金を交付されたく、関係書類を添えて申請します。 

 

住 宅 の 所 在 地 亀山市 

設

置

工

事

の

概

要 

製 造 会 社 名  

製  品  名  

設 置 工 事 

予 定 期 間 

着手       年   月   日 

完了       年   月   日 

補助対象経費 円   

補 助 申 請 額 円   

 

添付書類 

・対象住宅を所有していることが確認できる書類 

・補助対象経費の見積書等（補助対象経費である耐震シェルターの購入、設置及び運搬に

要する経費とその他の経費とを分けたもの） 

・耐震シェルターの設置前の写真 

・その他市長が必要と認める書類 

 

 

 



（申請者と所有者が異なる場合のみご記入ください。） 

 

承諾書 

 

 私は、亀山市木造住宅耐震シェルター設置事業補助金交付要綱に基づき、私が所有する

住宅に申請書に記載された耐震シェルターを設置することを承諾します。 

 なお、補助金の交付の決定のため必要があるときは、対象住宅等を確認するために市が

住民基本台帳、戸籍台帳、固定資産台帳、建築確認申請等について照合を行うことに同意

します。 

 

     年  月  日 

住 所                

所有者 氏 名                

電話番号               

※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 



様式第２号(第８条関係) 

 

  年  月  日   

 

  亀山市長    様 

 

  住  所               

申請者 氏  名               

電話番号               

※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

木造住宅耐震シェルター設置事業実績報告書 

 

   年  月  日付け    第     号で補助金の交付決定を受けた木造住宅

耐震シェルター設置事業が完了したので、亀山市木造住宅耐震シェルター設置事業補助金

交付要綱第８条の規定により、次のとおり実績報告します。 

 

住 宅 の 所 在 地 亀山市 

補 助 対 象 経 費   円   

設置完了年月日         年   月   日 

 

添付書類 

・耐震シェルターの購入及び設置に係る契約書、注文書又は納品を証明する書類の写し 

・耐震シェルターの設置工事完了後の写真 

・補助対象経費の支払を証する書類（領収証等）の写し 

・その他市長が必要と認める書類 


